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中国不正競争防止法の改正

中国不正競争防止法について、1993年以来初めての改正作業が進んでいたと
ころ、2017年 11月 4日、全国人民代表大会常務委員会は、改正中国不正競
争防止法（以下、「本件改正法」）を最終採択しました。本件改正法は、

2018年 1月 1日より効力を発生しており、中国現地における反贈収賄コンプ
ライアンスにも既に影響を与えています。本ニュースレターでは、本件改正

法の概要をお伝えするとともに、今後の実務対応について説明します。

改正点の概要

今回の改正法における重要な改正点の概要は、以下のとおりです。

① 本件改正法により商業賄賂の定義が改訂されました。商業賄賂禁止の違

反要件の一つである「賄賂の目的」は、従来は「商品の販売又は購入目

的」に限定されていたところ、本件改正法により「事業上の機会又は競

争上の優位性を追求する目的」に拡大されました。また、賄賂の収賄者

となり得る者が明確に定義され、当該収賄者に、取引の相手方より委託

を受けている第三者も含まれることとなりました。

② 使用者責任が明記され、被使用者の商業賄賂行為は、使用者の行為とみ

なされることが明らかにされました。

③ 違反に対する行政罰としての罰金額の範囲は、従来の 1万人民元以上 20
万人民元以下から、本改正法において、10万人民元以上 300万人民元以
下まで上がり、違法収益の没収ともに、違反が重大であるとみなされる

場合には違反者の営業許可の取消しが制裁として認められることになり

ました。

④ 国家工商行政管理局の調査権限が明記され、銀行口座の照会権限のみな

らず、現金や財物の差押・留置権限も与えられることになりました。

以上の重要な改正点について、以下、より詳しく説明いたします。

1. 商業賄賂の定義
従来、中国不正競争防止法上は、商業賄賂の定義を規定しておらず、同定義

は、国家工商行政管理局による「商業賄賂行為禁止の暫定規定」（以下、

「暫定規定」）において触れられているのみでした。また、暫定規定におい

て、商業賄賂禁止の違反要件の一つである「賄賂の目的」は、商品の販売又

は購入を目的とする場合に限定されていました。しかし、本件改正法 7 条は、
新たに、以下の形で商業賄賂を定義しています。

� 事業者は、事業上の機会又は競争上の優位性を追求する目的で、金銭、

財物その他の手段によって、以下の者に対して贈賄してはならない。

⋅ 取引の相手方の従業員

⋅ 取引の相手方から業務の委託を受けた単位（法人等団体）
又は個人

改正点の概要

1. 商業賄賂の定義

2. 使用者責任

3. 制裁

4. 調査権の拡大

今後の実務対応



2 中国不正競争防止法の改正  16 January 2018

⋅ 取引に影響を与えるため、権力又は影響力を行使すること
のできる、その他の単位（法人等団体）又は個人

商業賄賂の定義のうち、違反要件の一つである賄賂の目的は、本件改正法に

おいて「事業上の機会又は競争上の優位性を追求する目的」と規定され、従

来の「商品の販売又は購入する目的」と比較して禁止される商業賄賂の適法

範囲が拡大されることとなりました。また、取引の相手方から業務の委託を

受けた法人等団体又は個人（いわゆる第三者）が、収賄者となり得る者とし

て明確に列挙されています。

一方、取引の相手方そのものは、収賄者となり得る者として明確に列挙され

ておりません。この点について、国家工商行政管理局の見解は、取引の相手

方は、事実上「取引の相手方から業務の委託を受けた単位（法人等団体）又

は個人」とみなされるとしています
1
。すなわち、例えば、学校が納入業者か

ら制服を購入する際に、納入業者が学校に対して贈賄を行った場合、当該制

服について生徒が事実上の購入者であり、学校は生徒から購入を委託された

者に該当する以上、学校は贈賄の受領者に該当するとされています。また、

国家工商行政管理局は、同局の地方事務局に対して、積極的に本件改正法を

運用し、特に商業賄賂の違反調査を進めるよう要請する通知を出しています
2
。

従って、中国現地における反贈収賄コンプライアンスの観点からは、たとえ

取引の相手方に対してであっても、何らかの金銭、財物等を提供する場合に

は、より一層の注意を払う必要があります。

2. 使用者責任
本件改正法 7条は、従来から暫定規定において規定されていた使用者責任に
ついて明記し、被使用者の商業賄賂行為は、使用者の行為とみなされるとし

ています。その一方で、本件改正法は、事業者たる使用者が被使用者の贈賄

行為が事業上の機会又は競争上の優位性を追求するための努力にかかわるも

のではないことを立証した場合には、当該被使用者の贈賄行為について使用

者の行為とはみなされないとしています。

さらに、国家工商行政管理局の見解では、①適切なコンプライアンス方針と

対策について導入しており、②被使用者の活動を監督かつ統制する効果的な

方策を実施しており、③公の形にも、偽装した形にも、従業員の贈賄行為を

見逃していることはないことを立証した場合には、使用者責任に対する有効

な抗弁として機能し得るとされています
3
。

なお、本件改正法 25条は、違反者が、積極的に違法行為に基づく有害な結果
が生じることを防ぎ又は緩和させた場合には、より軽い又は軽減された行政

罰に服するとしとしています。また、違法行為が軽微な違反であると考えら

れる場合であってかつ有害な結果が生じることなく適切なタイミングで是正

されている場合には、行政罰そのものが科されない可能性があるとしていま

す。

3. 制裁
違反に対する行政罰としての罰金額の範囲は、従来の 1万人民元以上 20万人
民元以下から、本改正法 19条において、10万人民元以上 300万人民元以下
まで大幅に増額され、また、違法収益の没収の他、当局は、重大違反の場合

には、営業許可を取り消す権限も有することになりました。

1 http://www.saic.gov.cn/zw/zcfg/jd/201711/t20171109_270236.html
2 http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/09/content_5238241.htm
3 http://www.saic.gov.cn/zw/zcfg/jd/201711/t20171109_270236.html

http://www.saic.gov.cn/zw/zcfg/jd/201711/t20171109_270236.html
http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/09/content_5238241.htm
http://www.saic.gov.cn/zw/zcfg/jd/201711/t20171109_270236.html
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本件改正法とあわせて、国家工商行政管理局が 2014年に発表した「行政罰の
公表に関する暫定規定」では、不正競争防止法違反は、登記されかつ公表さ

れるとされており、違反者の信用記録、レピュテーション、及び将来におけ

る政府間契約への参加に重大な影響を与え得ることになります。

なお、本件改正法において、賄賂の収受者に対する制裁は規定されておりま

せんが、その他の中華人民共和国法によって罰せられる可能性があることは

留意する必要があります。

4. 調査権の拡大
改正前の中国不正競争防止法において、国家工商行政管理局は、違反に関わ

る現金及び財物の差押え又は留置権限が与えられておらず、強制措置をとる

上では、地域的規定を根拠とする必要がありました。しかしながら、2012年
中国行政強制法の発効以来、地域的規定では不正競争活動の調査のため強制

措置を認めることができなくなり、贈賄活動の調査にとって支障となってい

ました。

本件改正法 13条は、上記状況を是正するためのものであり、国家工商行政管
理局に対して現金及び財物を差押え・留置する権限を認めたものです。また、

国家工商行政管理局は、不正競争活動に従事しているとされる事業者の銀行

口座について照会をかける権限も付与されました。なお、こうした権限の行

使には、地方政府レベルにおける監督及び検査当局からの承諾が必要とされ

ています。本件改正法の結果として、将来的に国家工商行政管理局による、

事前通知なしの立入調査は増加するものと予想されます。

今後の実務対応

以上の重要な改正点を踏まえ、今後の実務対応として、以下の対応が考えら

れます。

① まず、中国現地子会社等の反贈収賄コンプライアンス規程の内容が、商

業賄賂の定義など本件改正法の内容に矛盾していないか、齟齬がないか

を確認し、矛盾・齟齬がある場合には、これを改訂する必要があります。

② また、第三者取引における贈賄について、本件改正法では特に強調され

る結果となっているところ、中国現地子会社等の反贈収賄コンプライア

ンスについても、第三者取引における反贈賄について特に統制をかける

コンプライアンス制度が採用されているか確認し、第三者取引に対する

統制が不十分である場合には、これを強化する制度を新たに導入する必

要があります。

③ 万一、中国現地従業員において贈賄行為があったとしても、会社として

の中国不正競争防止法上の責任を回避する上では、①適切なコンプライ

アンス方針と対策について導入しており、②被使用者の活動を監督かつ

統制する効果的な方策を実施しており、③公の形にも、偽装した形にも、

従業員の贈賄行為を見逃していることはないこと、をいつでも立証でき

るかという観点から、現在導入されている反贈収賄コンプライアンス制

度を見直しし、不足があればこれを補う必要があります。

④ 将来的には、国家工商行政管理局による事前通知なしの立ち入り検査が

増加するとの予想される以上、中国現地子会社等における贈収賄事件の

立ち入り検査対応についても、事前に準備しておくことが望ましいと言

えます。
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